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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月28日(2017.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する遊技台の前方領域の下部を仕切る下部仕切り板であって、
　仕切り板本体と、
　前記仕切り板本体を固定する固定部と、を備えることを特徴とする下部仕切り板。
【請求項２】
　隣接する遊技台の前方領域の下部を仕切る下部仕切り板であって、
　仕切り板本体と、
　広告用パネルを収容する収容部と、
　前記収容部に収容された広告用パネルを保持する保持部と、を備えることを特徴とする
下部仕切り板。
【請求項３】
　隣接する遊技台の前方領域の下部を仕切る下部仕切り板であって、
　仕切り板本体と、
　前後方向及び横方向の少なくとも一方にスライドする肘置きと、を備えることを特徴と
する下部仕切り板。
【請求項４】
　隣接する遊技台の前方領域の下部を仕切る下部仕切り板であって、
　仕切り板本体と、
　前記仕切り板本体に設けられた肘置きと、
　前記肘置きの前記仕切り板本体側に設けられ、前記肘置きに置かれた手が接触可能な板
部材と、を備えることを特徴とする下部仕切り板。
【請求項５】
　隣接する遊技台の前方領域の下部を仕切る下部仕切り板であって、
　仕切り板本体と、
　前記仕切り板本体に設けられた肘置きと、
　前記肘置きの高さを調整する調整部と、を備えることを特徴とする下部仕切り板。
【請求項６】
　前記調整部は、
　前記固定部から垂直方向に立設されたフレーム部と、
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　前記仕切り板本体と前記フレーム部を固定する固定手段と、を有することを特徴とする
請求項５に記載の下部仕切り板。
【請求項７】
　隣接する遊技台の前方領域の下部を仕切る下部仕切り板であって、
　仕切り板本体と、
　収納状態から展開状態に展開可能なテーブルと、を備えることを特徴とする下部仕切り
板。
【請求項８】
　前記テーブルが前記展開状態において回動軸方向にスライドしたときに前記テーブルの
回動を規制するロック部と、
　前記テーブルが展開状態において前記回動軸方向に前記テーブルに対して付勢力を与え
る付与部と、をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載の下部仕切り板。
【請求項９】
　隣接する遊技台の前方領域の下部を仕切る下部仕切り板であって、
　仕切り板本体と、
　前記仕切り板本体の少なくとも一方の面に設けられたポケットと、を備えることを特徴
とする下部仕切り板。
【請求項１０】
　広告用パネルを収容する収容部と、
　前記収容部に収容された広告用パネルを保持する保持部と、をさらに備えることを特徴
とする、請求項１及び請求項３から請求項９のいずれか１項に記載の下部仕切り板。
【請求項１１】
　前記仕切り板本体の側部に設けられ、前記遊技台に対して遠ざかる方向に延びるように
形成される羽根部を有し、
　前記羽根部は、前記仕切り板本体に取り付ける取付部を有することを特徴とする請求項
１から請求項１０のいずれか１項に記載の下部仕切り板。
【請求項１２】
　前記羽根部は、
　広告用パネルを収容する収容部と、
　前記収容部に収容された広告用パネルを保持する保持部と、を有することを特徴とする
請求項１１に記載の下部仕切り板。
【請求項１３】
　前記羽根部は、接触を避けるための切欠き部を有することを特徴とする請求項１から請
求項１２のいずれか１項に記載の下部仕切り板。
【請求項１４】
　前記仕切り板本体を膳板に固定するための固定部をさらに有することを特徴とする請求
項１から請求項１３のいずれか１項に記載の下部仕切り板。
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